
デマンドバス 事業計画変更について(日本交通㈱)

【議案７】



デマンドバス 事業計画変更について（日本交通㈱）

・デマンドバス「のり～な」については、令和６年１１月から道路運送法第４条許可を経て運行を開始。
・令和７年１０月より現行の「畑・城北」エリアに「岡野」を追加し、「北エリア」として運行エリアを拡大。
・利用者の増加に向け利便性向上に対応できる体制を整えるため、営業所を新設する。
・事業計画変更に伴い、一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画変更認可申請書（道路運送法第１５条第１項及
び同法施行規則 第１４条規定）の提出が必要。
・当該認可申請の審査期間は通常２カ月を要するが、法定協議会（地域公共交通会議）で協議し、調ったことを
証明することにより、１カ月に短縮される。
・地域公共交通会議の同意を頂いた後、運行事業者（日本交通株式会社）に対し、「協議が調っていることの証
明書」を交付し、兵庫陸運部へ申請書類を提出。

名 称 位 置

篠山 営業所 兵庫県丹波篠山市立町112番地の1

本社 営業所 兵庫県三田市三輪2丁目10番地1号

名 称 位 置

篠山 営業所 兵庫県丹波篠山市立町112番地の1

本社 営業所 兵庫県三田市三輪2丁目10番1号

篠山口営業所 兵庫県丹波篠山市
大沢字高伏の坪165-1

営業所の追加

デマンドバスの利用者の増加を想定し利便性向上に対応できる体制を整えるため、日本交通㈱の営業所を新設
します。それに伴い、既に提出している事業計画許可申請書を変更することについてお諮りします。

概 要

協議いただく内容



一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画変更（概要）

概 要

項 目 内 容

事業者名 日本交通株式会社

事業の種別 一般乗合旅客自動車運送事業（区域運行）

変更する事業計画 営業所の新設
＜篠山口 営業所（予備車１台追加）＞ ※別紙参照①

運行を予定する日 認可後に実施

申請理由 現在、市内を運行しているデマンドバスについては区
域運行を実施しているが、今後の利用者の増加に向け
利便性向上に対応できる体制を整えたく、今回営業所
新設に関する事業計画変更認可申請を行うもの。




